
介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに関する重要事項説明書 

この「重要事項説明書」は、「みよし市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例」第７条の規定に基づき、利用者にあらかじめ説明しなければならない内容を示し

たものです。 

 

 

１ 事業所の概要 

事業所名 おかよし地域包括支援センター指定介護予防支援事業所 

所在地 愛知県みよし市三好丘二丁目 2-1 カリヨンハウス１階 

連絡先 
電 話 ０５６１－３３－４１７７ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３６－２８７８ 

緊急連絡先 電 話 ０５６１－３３－４１７７※事業所携帯に自動転送されます 

代表者 社会福祉法人 昭徳会 理事長 鈴木 正修 

管理者 長尾 みどり 

営業日 土日祝日を除く月曜日～金曜日（１２月２９日～１月３日までを除く） 

営業時間 午前９時００分から午後５時４５分 

指定番号 第２３０６１０００５５号 

指定年月日 令和４年４月１日 

実施地域 おかよし地域（三好丘中学校区） 

 

 

 

２ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 みよし市が開設するおかよし地域包括支援センター指定介護予防支援事業

所は、介護保険法における要支援認定者及び介護予防・日常生活支援総合事

業の事業対象者に対し、適切な指定介護予防支援を提供する。 

運営の方針 

・ 介護保険法等関連法令を遵守する。 

・ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち公正中立な介護

予防支援の提供を行う。 

・ 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生 

活を営むことができるように、介護予防サービス計画の作成を行う。 

 

 

 

 



３ 職員の体制に関する事項 

職種 人数 職務内容 

管理者 １人 ・管理者業務 

保健師 １人以上 ・介護予防ケアマネジメント事業 

社会福祉士 １人以上 
・総合相談支援事業     

・権利擁護事業 

主任介護支援専門員 １人以上 ・包括的・継続的ケアマネジメント事業 

その他 １人以上 ・上記業務の補助等 

 

職員の健康診断実施の有無 有  ・  無 

職員の所定労働時間 １週間当たり ４０時間００分 

 

 

４ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の提供方法等について 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の提供方法、内容及び利用料その他費用の額に

ついては、別紙１のとおりです。 

 

５ 苦情・相談窓口 

おかよし地域 

包括支援センター 

所 在 地  みよし市三好丘二丁目２－１ カリヨンハウス１階 

電 話 番 号  ０５６１－３３－４１７７ 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ  ０５６１－３６－２８７８ 

受 付 時 間  午前９時００分から午後５時４５分まで 

       （土日祝日、１２月２９日から１月３日までを除く） 

窓口担当者  吉田 菜美  窓口責任者 長尾 みどり 

苦情解決責任者  木下 誠 

みよし市役所 

長寿介護課 

所 在 地  みよし市三好町小坂５０ 

電 話 番 号  ０５６１－３２－８００９ 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ  ０５６１－３４－３３８８ 

受 付 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

       （土日祝日、１２月２９日から１月３日までを除く） 

愛知県国民健康 

保険団体連合会 

介護保険課内   

苦情相談室 

所 在 地  名古屋市東区泉１－６－５ 

電 話 番 号  ０５２－９７１－４１６５ 

受 付 時 間  午前９時から午後５時まで 

       （土日祝日、１２月２９日から１月３日までを除く） 

 

６ 緊急時の対応 

  担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に当たり、事故・体調の急変等が発生し

た場合には、速やかに利用者の家族、主治医、みよし市等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じ、管理者に報告します。 



緊急時の連絡先 

医療機関等 

医療機関名          

主 治 医 名 

連 絡 先 

緊急連絡先 

氏 名               続柄（     ） 

連 絡 先 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）当事業所及び当事業所が雇用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその 

家族に関する秘密を、正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、 

契約が終了した後も継続します。 

（２）当事業所は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお  

 いて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらか 

じめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で用いません。 

（３）当事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、管理者 

が責任を持って管理し、また、処分の際にも第三者に漏らすことを防止するものとします。 

 

８ 第３者評価の実施の有無  

   実施   有 ・ 無 

 

９ 重要事項の説明の年月日 

上記内容について、「みよし市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例」第７条第１項の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

 

 

事業所 

所在地    みよし市三好丘二丁目 2-1 カリヨンハウス１階 

事業所名   おかよし地域包括支援センター指定介護予防支援事業所 

説明者氏名              印 

 

 私は、本書面により、上記事業者から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に 

同意します。 

利用者 

住所 みよし市 

氏名               

署名代行者  

住所 

氏名               

この重要事項説明書の説明年月日        年    月    日 



別紙１ 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の提供方法等について 

 

１ 介護予防サービス計画の作成について 

① 介護保険法に定める保健師等を担当者（以下「担当職員」という。）として指定し、介護予

防サービス計画の作成を支援します。 

② 担当職員が利用者の居宅を訪問し、利用者本人及びその家族と面接して情報を収集し、解決

すべき課題の把握に努めます。 

③ 担当職員は、介護予防サービス計画の原案作成に際し、次の点に配慮します。 

ア 介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主体的な 

 取り組みを支援します。 

イ 利用者に対して介護予防サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導又

は指示を行いません。 

ウ 利用する介護予防サービスの選択に当たっては、当該地域における介護予防サービス事業

所及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業所（以下「介護予防サービス事業所等」

という。）に関する複数の情報を利用者又はその家族に提供します。また、利用者から担当

職員に複数の事業者の情報を求めることもできます。 

エ 利用者は、ケアプランの原案に位置付ける介護予防サービス事業所等について、当該事業

所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。 

オ 当事業所の介護支援専門員等が本業務を行う際には、常に身分証を携行し、利用者又はそ

の家族から提示を求められたときには、いつでも身分証を提示します。 

カ 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、

利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。 

 

２ サービス担当者会議の開催 

関係する介護予防サービス担当者を集め、介護予防サービス計画の原案について検討します。

利用者の希望や心身の状況等を考慮し、介護予防サービスの目標とその達成時期、サービスの種

類、内容、利用料金等を決定します。 

 

３ 介護予防サービス計画の交付 

担当職員は、介護予防サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者 

のサービス選択に資する内容を利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を確認します。 

 

４ 状況の把握、評価について 

① 担当職員は、介護予防サービス計画作成後も利用者又はその家族、さらに指定介護予防サー 

ビス事業所等と継続的に連絡をとり、介護予防サービス計画の実施状況の把握に努めるととも

に、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定介護予防サービス事業所等と調整を行います。 

② 担当職員は、介護予防サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を 

定期的に評価します。 

③ 担当職員は、利用者が要介護状態となった場合には、利用者へ居宅サービス計画を作成する 

居宅介護支援事業所に関する情報を提供するとともに、利用者が選定した居宅介護支援事業者

に対して、利用者の同意を得た上で、利用者に関する情報を提供します。 



５ 給付管理について 

担当職員は、介護予防サービス計画作成後、その内容に基づきサービス利用票及び給付管理票

を作成し給付管理を行います。 

 

６ 介護予防ケアマネジメントの利用料について 

地域包括支援センター指定介護予防支援事業所が行う介護予防ケアマネジメントの利用料は

下記のとおりです。 

① 初回加算    ３，２１０円 

② 基本報酬    ４，６８６円 

③ 委託連携加算  ３，２１０円 

ただし、利用料については基本的に利用者の負担はありませんが、保険料の滞納等により利用 

負担が発生する場合があります。 

 

７ 要介護認定等の協力について 

① 担当職員は、利用者の要介護又は要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申 

請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

② 担当職員は、利用者が希望する場合は、要介護又は要支援認定の申請を利用者に代わって行 

います。 

 

８ 医療と介護の連携について 

① 医療機関より担当包括職員の氏名等を尋ねられた際には、お伝えください。なお、ご不明な 

点がございましたら、包括支援センターまでお尋ねください。 

② 担当職員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用をする場 

合、意見を求めた主治医等に対して介護予防サービス計画を交付します。 

 

９ 業務の委託について 

当事業所は、上記の業務を指定居宅介護支援事業所に委託することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


